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防
衛
省
に
お
け
る
自
衛
隊
員
の
自
殺
防
止
に
向
け
た
取
り
組
み
並
び
に
自
衛
隊
員
が
自
殺
に
走
る
理
由
に
対
す

る
同
省
の
認
識
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
六
九
第
四
四
一
号
）
を
踏
ま
え
、
再
質
問
す
る
。

一

平
成
十
年
度
か
ら
十
九
年
度
ま
で
の
年
齢
別
に
見
た
自
衛
官
・
防
衛
省
職
員
の
自
殺
件
数
の
う
ち
、
十
五
歳
か
ら
十
九
歳

ま
で
の
自
衛
官
・
防
衛
省
職
員
の
自
殺
件
数
が
零
件
の
年
は
平
成
十
二
年
度
、
十
三
年
度
及
び
十
六
年
度
の
み
で
、
そ
れ
以

外
の
年
度
に
は
一
人
か
ら
四
人
の
自
殺
者
が
出
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
前
回
質
問
主
意
書
で
、
自
衛
隊
に
入
隊
ま
た
は
防

衛
省
に
入
省
し
た
て
で
、
社
会
人
経
験
は
皆
無
と
言
っ
て
よ
い
未
成
年
の
自
衛
官
・
防
衛
省
職
員
が
自
ら
死
を
選
ぶ
と
い
う

こ
と
は
、
や
は
り
自
衛
隊
を
含
む
防
衛
省
の
組
織
の
あ
り
方
、
特
に
新
人
隊
員
・
職
員
に
対
す
る
指
導
、
教
育
方
法
等
に
問

題
が
あ
る
こ
と
の
証
左
で
は
な
い
の
か
と
問
う
た
と
こ
ろ
、
「
前
回
答
弁
書
」
で
は
「
自
衛
隊
の
部
隊
等
に
お
い
て
は
、
新

隊
員
等
に
対
し
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に
関
す
る
啓
発
教
育
を
反
復
・
継
続
し
て
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
と
も

こ
れ
を
実
施
す
る
と
と
も
に
隊
員
の
身
上
把
握
及
び
服
務
指
導
の
充
実
・
強
化
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。
」
と
の
答
弁
が
な

さ
れ
て
い
る
が
、
右
の
答
弁
で
は
、
当
方
の
質
問
の
趣
旨
に
答
え
た
も
の
と
は
言
え
な
い
。
当
方
は
、
社
会
人
に
な
り
た
て

で
、
三
十
代
以
上
の
自
衛
官
・
防
衛
省
職
員
と
比
較
し
て
家
庭
や
職
務
等
の
悩
み
か
ら
は
縁
遠
い
と
考
え
ら
れ
る
未
成
年
の

一



自
衛
官
・
防
衛
省
職
員
が
、
な
ぜ
自
ら
命
を
絶
つ
と
い
う
選
択
を
と
る
の
か
、
自
衛
隊
を
含
む
防
衛
省
の
組
織
の
あ
り
方
、

特
に
新
入
隊
員
・
職
員
に
対
す
る
指
導
、
教
育
方
法
等
に
何
か
重
大
な
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
問
う
て
い
る
の
で
あ

る
。
防
衛
省
に
お
い
て
は
、
当
方
の
質
問
の
趣
旨
を
正
確
に
理
解
し
た
上
で
、
正
確
な
答
弁
を
す
る
こ
と
を
再
度
求
め
る
。

二

「
前
回
答
弁
書
」
に
よ
る
と
、
平
成
十
五
年
度
か
ら
十
八
年
度
ま
で
に
、
「
正
当
な
理
由
の
な
い
欠
勤
」
と
し
て
懲
戒
処

分
を
受
け
た
自
衛
官
・
防
衛
省
職
員
は
合
計
九
百
三
十
二
名
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
右
の
九
百
三
十
二
名
の
う
ち
、

自
殺
し
た
者
は
い
る
か
。

三

「
前
回
答
弁
書
」
に
よ
る
と
、
本
年
五
月
二
十
九
日
現
在
、
二
十
日
以
上
所
在
不
明
と
な
っ
て
い
る
自
衛
官
・
防
衛
省
職

員
は
八
名
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
右
八
名
に
対
し
て
、
現
在
防
衛
省
に
お
い
て
ど
の
様
な
対
応
が
と
ら
れ
て
い
る
の
か

説
明
さ
れ
た
い
。

四

本
年
六
月
十
三
日
現
在
、
三
の
八
名
の
消
息
は
つ
か
め
て
い
る
か
。

五

自
衛
官
・
防
衛
省
職
員
の
自
殺
の
原
因
に
つ
い
て
、
防
衛
省
で
は
「
病
苦
」
、
「
借
財
」
、
「
家
庭
問
題
」
、
「
職

務
」
、
「
そ
の
他
・
不
明
」
と
い
う
五
つ
の
区
分
に
整
理
し
て
把
握
し
て
い
る
と
承
知
す
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
答
弁
書
で
明

ら
か
に
な
っ
た
平
成
十
年
度
か
ら
十
九
年
度
に
発
生
し
た
八
百
四
十
六
の
自
殺
件
数
の
う
ち
、
右
五
区
分
に
該
当
す
る
件
数

二



は
そ
れ
ぞ
れ
何
件
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

六

そ
の
う
ち
の
「
病
苦
」
に
つ
い
て
、
前
回
質
問
主
意
書
で
、
肉
体
的
な
病
気
ま
た
は
精
神
的
な
病
気
の
割
合
は
そ
れ
ぞ
れ

ど
れ
く
ら
い
か
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
具
体
的
に
ど
の
様
な
病
名
が
報
告
さ
れ
て
い
る
の
か
と
問
う
た
と
こ
ろ
、
「
前
回
答
弁

書
」
で
は
「
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
個
人
が
特
定
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
関
係
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保

護
等
の
観
点
か
ら
、
お
答
え
を
差
し
控
え
た
い
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
具
体
的
病
名
は
問
わ
な
い
と
こ

ろ
、
「
病
苦
」
の
う
ち
、
肉
体
的
な
病
気
と
精
神
的
な
病
気
に
該
当
す
る
割
合
の
み
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

七

前
回
質
問
主
意
書
で
、
「
借
財
」
に
つ
い
て
、
例
え
ば
自
衛
官
・
防
衛
省
職
員
の
間
の
借
財
、
特
に
上
司
か
ら
部
下
へ
の

恐
喝
等
に
よ
る
借
財
を
苦
に
し
て
の
自
殺
は
報
告
さ
れ
て
い
る
か
と
問
う
た
と
こ
ろ
、
六
と
同
様
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
の
具
体
的
な
事
例
は
問
わ
ず
、
そ
の
事
実
が
あ
る
か
ど
う
か
を
問
う
て
い
る
だ
け
な
の
に
、
そ
れ
に
答
え
る
こ
と
で

な
ぜ
個
人
が
特
定
さ
れ
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
侵
害
す
る
と
言
え
る
の
か
。
防
衛
省
の
主
張
に
は
何
ら
合
理
性
、
論
理
性
が
な

い
と
考
え
る
と
こ
ろ
、
「
借
財
」
を
理
由
と
し
た
自
殺
の
う
ち
、
自
衛
官
・
防
衛
省
職
員
の
間
の
借
財
、
特
に
上
司
か
ら
部

下
へ
の
恐
喝
等
に
よ
る
借
財
を
苦
に
し
て
の
自
殺
は
報
告
さ
れ
て
い
る
か
否
か
、
再
度
質
問
す
る
。

八

こ
れ
ま
で
の
答
弁
書
で
、
防
衛
省
と
し
て
平
成
十
五
年
度
か
ら
十
八
年
度
ま
で
の
間
に
、
「
私
的
制
裁
」
と
し
て
九
十
二

三



人
、
「
傷
害
又
は
暴
行
脅
迫
」
と
し
て
二
百
九
十
一
人
、
計
三
百
八
十
三
人
の
者
に
対
し
て
懲
戒
処
分
を
行
っ
て
い
る
こ
と

が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
前
回
質
問
主
意
書
で
、
右
の
計
三
百
八
十
三
件
の
事
例
が
発
生
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
原
因
は
ど
の

様
な
も
の
で
あ
る
か
と
問
う
た
と
こ
ろ
、
「
前
回
答
弁
書
」
で
は
「
そ
の
詳
細
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
調
査
に
膨
大
な

作
業
を
要
す
る
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
防
衛
省
と
い
う
組
織

特
有
の
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
、
自
衛
官
・
防
衛
省
職
員
の
自
殺
が
他
の
国
家
公
務
員
と
比
較
し
て
突
出
し
て
多
い
問
題
を

解
消
す
る
上
で
、
右
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
必
須
で
あ
る
と
考
え
る
。
調
査
に
膨
大
な
作
業
を
要
す
る
の
な
ら
、
回
答
期

限
の
延
長
に
応
じ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
こ
ろ
、
再
度
、
右
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
求
め
る
。

九

「
前
回
答
弁
書
」
で
、
八
の
三
百
八
十
三
件
の
う
ち
、
被
害
を
受
け
た
者
が
自
殺
し
て
し
ま
っ
た
事
例
が
一
件
あ
る
こ
と

が
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
右
の
事
例
で
、
私
的
制
裁
ま
た
は
傷
害
・
暴
行
を
行
っ
た
者
に
対
し
て
ど
の
様
な
処
分
が
下
さ
れ

た
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

十

九
の
者
は
刑
事
告
訴
さ
れ
て
い
る
か
。

十
一

本
年
四
月
十
六
日
付
の
日
経
新
聞
夕
刊
が
、
「
自
衛
官
の
自
殺

後
絶
た
ず

他
省
庁
公
務
員
の
二
倍

防
衛
省
、
ケ

ア
に
苦
慮
」
と
の
見
出
し
で
、
国
家
公
務
員
の
中
で
も
自
衛
官
・
防
衛
省
職
員
の
自
殺
件
数
が
飛
び
抜
け
て
多
い
こ
と
を
取

四



り
上
げ
、
防
衛
省
が
様
々
な
対
応
策
を
と
っ
て
い
る
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
傾
向
に
歯
止
め
が
か
か
ら
な
い
旨
報
じ
た
記

事
の
中
に
、
元
航
空
自
衛
官
の
須
賀
雅
則
氏
が
「
い
じ
め
は
自
衛
隊
で
は
深
刻
な
問
題
で
、
自
分
の
在
籍
時
に
も
自
殺
者
は

出
て
い
た
」
「
（
い
じ
め
に
よ
る
自
殺
は
）
管
理
責
任
に
直
結
す
る
。
階
級
社
会
の
自
衛
隊
で
は
上
司
が
処
分
を
嫌
い
、
上

層
部
に
報
告
す
る
際
に
（
原
因
特
定
を
）
う
や
む
や
に
済
ま
せ
る
傾
向
が
あ
っ
た
」
と
指
摘
す
る
記
述
が
あ
る
こ
と
に
つ
い

て
、
前
回
質
問
主
意
書
で
、
八
の
三
百
八
十
三
件
の
「
私
的
制
裁
」
、
「
傷
害
又
は
暴
行
脅
迫
」
を
い
じ
め
と
す
る
と
、
そ

の
中
で
須
賀
氏
が
指
摘
す
る
様
な
、
「
私
的
制
裁
」
、
「
傷
害
又
は
暴
行
脅
迫
」
を
行
っ
た
者
の
直
属
の
上
司
が
処
分
を
恐

れ
、
上
層
部
に
対
し
て
正
確
な
報
告
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
事
例
は
あ
る
か
と
問
う
た
と
こ
ろ
、
「
前
回
答
弁
書
」
で
は
「
お

尋
ね
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
調
査
に
膨
大
な
作
業
を
要
す
る
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ

る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
防
衛
省
と
い
う
組
織
に
特
有
の
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
、
自
衛
官
・
防
衛
省
職
員

の
自
殺
が
他
の
国
家
公
務
員
と
比
較
し
て
突
出
し
て
多
い
問
題
を
解
消
す
る
上
で
、
右
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
必
須
で
あ

る
と
考
え
る
。
調
査
に
膨
大
な
作
業
を
要
す
る
の
な
ら
、
回
答
期
限
の
延
長
に
応
じ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
こ
ろ
、
再

度
、
右
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
求
め
る
。

十
二

現
在
防
衛
省
は
、
自
衛
官
・
防
衛
省
職
員
へ
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
を
図
る
上
で
、
株
式
会
社
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
と
随

五



意
契
約
を
締
結
し
て
い
る
が
、
「
前
回
答
弁
書
」
に
よ
る
と
、
株
式
会
社
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
と
の
随
意
契
約
は
明
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
と
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
以
降
、
防
衛
省
と
し
て
更
に
株
式
会
社
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
と
契
約
を
結
ぶ
の

か
。
そ
れ
と
も
、
再
度
一
般
競
争
入
札
を
行
い
、
新
た
に
防
衛
省
の
自
殺
対
策
に
資
す
る
会
社
と
契
約
を
結
ぶ
考
え
は
あ
る

か
。

右
質
問
す
る
。

六


